
審査の流れ

１　一次審査（事務局による書類確認）

　・提出書類による評価は行いません。
　・一次審査の結果は、応募された事業者全てに、通知を行います。
　・二次審査の詳細日時並びに会場等については、適格者のみ通知します。

２　二次審査（書類審査及びプレゼンテーション）
　・企画提案書及びプレゼンテーションに基づき委員が、審査項目ごとに評価（５段階評価）を行います。

３　総合評価による最終決定

　　

確認項目及び審査項目

１　一次審査
　・事務局による書類確認を行い、適格者又は不適格者の判定を行います。
　・以下の項目は、事務局で確認し、審査項目による評価は行いません。

確認項目 確認方法

建設予定地 阿南中学校区のうち富岡地区

県内運営実績の有無 子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)

法人登記の有無 登記事項証明書確認

税金滞納の有無 納税証明書確認

債務超過の有無 直近２年の財務諸表確認

行政処分・指導歴 行政通知等確認

必要書類の提出状況 提出書類チェック

◯審査基準及び評価点数

審査基準 評価点数

大いに評価できる 5

評価できる 4

普通 3

あまり評価できない 2

評価できない 1

阿南市富岡地区認定こども園整備・運営事業者審査基準

　・応募資格、提出書類の不備及び税滞納等の各応募資格を満たしているかを事務局で確認し、
  　適格者のみ二次審査へ進みます。

　・検討委員会の各委員の評価点数に配分を乗じ配点を算出し、合計点を算出します。

　・各委員の合計点を合計（以下「合計点数」という。）し、合計点数が最も高く、かつ、合計点数が、
　　６０点以上の事業者を上位事業者として選定します。

　・検討委員会で選定した事業者が、決定後に辞退または、その他の理由により事業を実施できなく
　　なった場合は、合計点数が６０点以上の次点の事業者を選定します。

判定欄
(適格/不適格)

　審査項目に係る審査基準及び評価点数は、次のとおりとし審査項目ごとに判定し、事業者ごとに  
集計します。



２　二次審査（書類審査及びプレゼンテーション）

審査項目 評価内容
点数

(1～5）
配分 配点

(点数×配分)

施設整備計画書（様式3）

施設の立地や利便性は高いか

送迎に係る動線確保は十分検討されているか

資金計画書（様式4）

安定した管理運営ができる財政基盤を有しているか

法人としての適正な運営能力を有しているか

応募の動機（様式5-1）

管理・運営方針（様式5-2）

教育・保育理念、方針、目標（様式5-3）

個人情報保護の体制（様式5-8）

保育サービスの具体的内容（様式5-4）

幼稚園部分の教育内容について（様式5-5）

公立幼稚園、保育所で行っていた人権教育を継承
しているか

インクルーシブ教育・保育を推進し、障がい児保育及び
医療的ケア児等への対応策が具体的に考えられているか
（看護師の配置等）

食育及び給食に対する考え方と方策（様式5-6）

食物アレルギーのある子どもへの対応は十分検討されて
いるか

衛生管理、異物混入及び誤嚥などの防止対策は十分検討
されているか

児童虐待への考え方、対応策（様式5-11）

苦情相談体制（様式5-12）

保護者・地域・小学校との連携の考え方（様式5-13）

事故や不審者等への対策は十分検討されているか

職員配置計画（様式6）

職員の資質向上・人材育成・研修体制（様式5-9）

家庭支援推進保育士の配置を積極的に考えられているか

安全管理及び危機管理への取り組み（様式5-10）

地震・津波等大規模災害についての対策及び避難経路の
確保は十分検討されているか

引継ぎ保育の計画（様式5-7）

市で雇用している会計年度任用職員について、受け入れ
に配慮されているか

子育て支援事業、こども誰でも通園制度の実施に向けた
取組を行っているか

地域住民等との交流について十分検討されているか

その他特にアピールしたい点（様式5-14）

－ － 100計

施設整備 5 2 10

法人の運営状況 5 1 5

認定こども園の
運営方針

5 1 5

教育・保育内容等 5 4 20

給食 5 1 5

管理運営 5 3 15

職員配置 5 3 15

災害対策 5 1 5

引継ぎ業務 5 2 10

地域交流その他 5 2 10


